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昭
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第
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

沖
繩
県
下
の
位
置
境
界
不
明
土
地
の
位
置
境
界
明
確
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
三
年
五
月
二
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

保 
 

利 
 
 

茂 

殿 

 

提 

出 

者 
 

瀨 

長 

亀 

次 

郎 

 

一 

 



 

沖
繩
県
下
の
位
置
境
界
不
明
土
地
の
位
置
境
界
明
確
化
措
置
に
関
す
る
次
の
諸
点
に
つ
い
て
政
府
の
明
確
な
答

弁
を
求
め
る
。 

三 

那
覇
防
衛
施
設
局
長
が
所
掌
す
る
復
帰
後
開
放
軍
用
地
の
位
置
境
界
明
確
化
作
業
に
当
た
つ
て
支
払
わ
れ 

一 

「
沖
繩
県
の
区
域
内
に
お
け
る
位
置
境
界
不
明
地
域
内
の
各
筆
の
土
地
の
位
置
境
界
の
明
確
化
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
第
二
十
二
条
に
つ
い
て
の
政
令
が
、
法
律
公
布
後
お
よ
そ
一
年
を
経
た
今
日
、
い
ま
だ
に
制
定

さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。 

二 

一
筆
地
内
に
公
共
道
路
等
の
い
わ
ゆ
る
潰
地
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
分
筆
を
必
要
と
す
る
場
合
ど
の
よ

う
な
手
続
き
に
よ
つ
て
こ
れ
を
処
理
す
る
方
針
か
。 

 
ま
た
、
い
つ
ご
ろ
を
目
途
に
制
定
を
す
る
方
針
か
。 

沖
繩
県
下
の
位
置
境
界
不
明
土
地
の
位
置
境
界
明
確
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

る
、
い
わ
ゆ
る
管
理
費
に
つ
い
て
、
支
払
期
間
二
年
、
金
額
に
し
て
借
地
料
の
十
三
・
二
カ
月
分
と
し
た
理
由

及
び
法
制
上
の
根
拠
は
何
か
。 

ま
た
、
こ
の
基
準
期
間
内
に
作
業
が
完
了
し
な
い
事
例
に
つ
い
て
は
管
理
費
支
払
期
間
を
延
長
す
る
用
意
が

あ
る
か
。 

四 

国
頭
村
の
Ｖ
Ｏ
Ａ
（
ボ
イ
ス
オ
ブ
ア
メ
リ
カ
）
跡
地
に
つ
い
て
地
域
指
定
が
い
ま
だ
に
な
さ
れ
て
い
な
い
理
由

は
何
か
。 

ま
た
、
い
つ
頃
ま
で
に
地
域
指
定
を
す
る
方
針
か
。 

右
質
問
す
る
。 


